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　川西市では、性別にかかわりなく個人として尊重され、自らの意思で個性
と能力を十分に発揮し、このまちに住んで良かったと誰もが実感できる社
会の実現をめざして条例を制定し、平成２７年７月１日から施行しています。
　今回は、この男女共同参画推進条例の概要についての特集です。

●ワーク・ライフ・バランスの希望と現実
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　川西市では、平成5年に「川西市女性プラン」（第１次プラン）を策定して以降、国内外の動きや
社会経済情勢の変化に対応するため、概ね5年ごとにプランの改定を行い、男女共同参画社会の実
現をめざして、関連する施策や取組を進めてきました。
 平成25年3月には、これまでの課題と実績を踏まえた「第3次男女共同参画プラン」を策定し、よ
り一層男女共同参画の推進に取り組んできました。
　しかし、家庭や職場、地域、学校等では、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会
制度、慣行が依然として存在しています。
　こうした状況を踏まえ、男女共同参画社会の実現をめざした施策をより総合的かつ計画的に推
進するため、この条例を制定しました。

前　文

　条例の趣旨を多くの方に理解してもらうため、
前文を設けました。条例を制定するに至った経緯
や社会・文化的背景、条例の必要性、男女共同参
画の推進への決意など条例制定の意義を明らか
にしています。

（１）男女共同参画
（２）市民
（３）事業者
（４）教育関係者
（５）市民公益活動団体

（６）セクシュアル・ハラスメント※

（7）ドメスティック・バイオレンス※

（８）性同一性障害
（９）積極的改善措置
（10）ワーク・ライフ・バランス

　基本理念を定め、市の責務と市民、事業者、教
育関係者及び市民公益活動団体の役割を明らか
にし、施策を総合的かつ計画的に推進すること
で、男女共同参画社会を実現することを目的と
しています。

川西市では 平成5年に「川西市女性プラン」（第１次プラン）を策定して以降 国内外

前　文
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条条例の内容はどうなっているの？条例の内容はどうなっているの？

にししています。

目 的（第１条）

定 義（第２条）

この条例は、前文と３章２２条の条文により構成されています。この条例は、前文と３章２２条の条文により構成されています。この条例は、前文と３章２２条の条文により構成されています。

※のついた用語の解説は
　　ページに掲載しています。5

行っては
いけません

男女共同参画を推進するための
６つの基本的な考え方です。

川西市では、平成5年に「川西市女性プラン」（第１次プラン）を策定して以降、国内
社会経済情勢の変化に対応するため、概ね5年ごとにプランの改定を行い、男女共同参
現をめざして、関連する施策や取組を進めてきました。
平成25年3月には、これまでの課題と実績を踏まえた「第3次男女共同参画プラン」

り一層男女共同参画の推進に取り組んできました。
しかし、家庭や職場、地域、学校等では、性別による固定的な役割分担意識やそれに

川西市では 平成5年に「川西市女性プラン」（第１次プラン）を策定して以降 国内

どうして条例がて条例が必要なの？どうして条例がて条例が必要なの？

男女共同

市民公益活動団体 （10）ワーク・ライフ・バランス ページに掲載して5

●積極的改善措置とは
　「ポジティブ・アクション」ともいいます。様々な分野で、すでに男女の参画する機
会に格差がある場合、必要な範囲内において男女のいずれか一方に対して、積極
的に機会の提供を行うことにより男女が対等な関係になるようにするものです。

この条例で用いる用語の定義を定めたものです。

用  語

の

解  説
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条例の内容はどうなっているの？条例の内容はどうなっているの？

基本理念（第3条）

責 務（第４条）・役 割（第５条～第８条）責 務（第４条）・役 割（第

市は（第４条）…
市民のみなさんは（第５条）…
事業者のみなさんは（第６条）…
教育関係者のみなさんは（第７条）…
市民公益活動団体のみなさんは（第８条）…

第５条～第８条）第５条～第８条）

）…
（第８条）…

　男女共同参画社会の実現のためには、本市の取組だ
けでなく、市民、事業者、教育関係者、市民公益活動団
体のみなさんが協働して取り組むことが必要なことか
ら、それぞれの責務・役割を定めました。

この条例は、前文と３章２２条の条文により構成されています。

　男女が、対等な構成員とし
て、社会のあらゆる分野におけ
る方針の立案及び意思決定に
共同して参画する機会が確保
されること

　男女が、互いの協力と社会の
支援の下に、子育て、家族の介
護その他の家庭生活における
活動と、職場、学校、地域その
他の社会における活動とを両
立できるよう配慮されること

　男女が、性別による固定的
な役割分担意識に基づいた社
会の制度又は慣行によってそ
の活動を制限されることなく、
自らの意思と責任により多様
な生き方を選択できること

　男女共同参画の推進は、国際
社会における取組と密接な関
係を有することから、国際的な
協調の下に行うこと

　男女が、個人としての尊厳が
重んじられ、性別による差別的
取扱いを受けることなく、それ
ぞれの能力を発揮する機会が
確保されること

　男女が、対等な関係の下に、
互いの性に対する理解を深める
とともに、妊娠、出産等に関して
互いの意思を尊重し、生涯にわ
たり安全で健康な生活を営むこ
とができるよう配慮されること
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性別による権利侵害の禁止（第9条）
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社会のあらゆる分野における性別による差別的取扱い

セクシュアル・ハラスメント

ドメスティック・バイオレンス

性同一性障害を有すること又は先天的に 
身体上の性別が不明瞭であることによる人権侵害
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ポスター・広告など公衆に表示する情報は、人々の意識に大きな影響を及ぼす可能性があるため、
男女間における暴力を正当化し、又は助長する表現は用いないよう配慮することが必要です。

どうして条例が必要なの？どうして条例が必要なの？
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ポスター・広告など公衆に表示する情報は、人々の意識に大きな影響を及ぼす可
男女間における暴力を正当化し、又は助長する表現は用いないよう配慮すること

公衆に表示する情報に関する配慮（第10条）
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男女共同参画の推進に関する基本的施策（第11条～第21条）男女共同参画の推進に関する
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る基本的施策（第11条～第21条）に関する

◆男女共同参画計画
　（第11条）
　男女共同参画の推進に関
する施策を総合的かつ計画的
に推進するための基本計画を
市民等の意見を反映しながら
定めることとしています。
　策定及び変更に当たって
は、あらかじめ川西市男女共
同参画審議会の意見を聴くこ
ととしています。

◆報告書の作成（第12条）
　男女共同参画についての
理解と施策への協力を求める
ため、市が推進する様々な施
策の実施状況を把握し、その
進捗状況を年次ごとに評価
し、その内容をまとめて公表
します。

◆調査研究（第1３条）
　男女共同参画計画の策定
や様々な施策を効果的に実施
するため、市は国、県の動向
や市の施策の実施状況、市民
意識などについて調査研究を
行います。

　条例の施行に関し必要な事項につ
いては別に定めることとしています。

◆施策の策定等に当たっての配慮（第1４条）
　市は、施策の策定や実施の際には男女共同参画の推
進について配慮する必要があります。また、男女共同参
画社会を形成していくうえで、男女間の格差を是正する
積極的改善措置は重要な取組です。

◆広報活動等（第1５条）
　男女共同参画の推進には市民等の理解が重要です。
市は様々な機会を通じて広報や啓発活動を行います。

◆活動への支援（第1６条）
　市は、市民等が取り組む男女共同参画を推進するため
の積極的な活動に対し、情報の提供や助言、活動の場の
提供等の支援を行います。

◆教育及び学習の機会（第1７条）
　男女共同参画にとって、教育及び学習は根本的な意義
を持っているため、市は生涯にわたるあらゆる教育の場
において、男女共同参画の基本理念の理解と啓発、さら
に、教育実践に努めることとしています。

◆防災及び減災の分野における施策の推進（第1８条）
　市は、災害復興を含む防災対策や災害発生時の被害
を最小限に抑える減災対策、避難所の運営を含む被災者
の支援など、あらゆる面において男女共同参画の視点を
取り入れた施策を進めることとしています。

◆仕事と生活の調和の推進（第1９条）
　仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発などの
様々な活動について、自ら希望するバランスで展開でき
る状態になるよう、市がその支援を行うことに努めるこ
ととしています。

◆拠点施設（第２０条）
　川西市男女共同参画センターを、市が男女共同参画を
推進するための拠点施設とします。

◆苦情等への対応（第２1条）
　男女共同参画に関する施策等への苦情や意見、性別に
よる差別的取扱い等による相談について、その施策の担
当所管に申出があったときは、市の関係所管、国、県の担
当機関等と連携を図り、適切な対応や支援を行うものと
します。また、必要があるとき、市長は川西市男女共同参
画審議会の意見を聴くものとします。

（施策の実施）

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

男女共同参画市民企画員 企画講演会

委任（第22条）
●平成２７年１１月１６日～２０日／８：３０～１９：００　●１１月２１日～２２日／１０：００～１７：００

 

～共同△（参画）で□（四角）じゃない○（丸）い社会を～
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笑福亭松枝笑福亭松枝さんさんによる落語&講演会による落語&講演会笑福亭松枝さんによる落語&講演会

●平成28年3月5日（土）14時～15時30分
●場所：アステホール（アステ川西６階）　★先着150人

　この条例の制定に当たっては、市長の諮問機関である川西市男女共同参画審議会に
諮問し、同審議会から条例の制定についての答申書を提出していただきました。
　また、パブリック・コメント（市民意見募集）では、ご
意見をお寄せいただき、ありがとうございました。
　今後は、本条例に基づき、市民、事業者、教育関係
者、市民公益活動団体のみなさまとともに、連携・協力
しながら各種施策を推進してまいります。
　なお、この条例と解説については、市のホームペー
ジでご覧いただけます。

☎0570-070-810
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

(全国共通ナビダイヤル)

平成27年度   

参加無料 

お知ら
せ

コーナ
ー

男女共同参画審議会からの答申を
大塩市長に手渡す高島会長

用 

語 

の 

解 

説

お知ら
せ

用

語

の

解

説

●セクシュアル・ハラスメントとは

　職場など、あらゆる場で性的な言動が
行われることで環境が害され、その場に
関わる人々が不快に感じること、又は性
的な言動が行われ、それを拒否したこと
で拒否した者が何らかの不利益を受ける
ことをいいます。

が
に
性
と
る

●ドメスティック・バイオレンスとは

　配偶者や交際相手などの親密な関係、又は過去に親密
な関係にあった者の間における暴力のことをいいます。ま
た、暴力には、身体的暴力だけでなく、暴言、威嚇などの精
神的暴力、友人との交際を制限するなどの社会的暴力、生
活費を渡さないなどの経済的暴力、望んでいない性行為を
強要するなどの性的暴力も含みます。

ページ※のついた用語の解説です。2

男女共同参画市民企画員 企画講演会女共同参画市民企画員 企画講演会男女共同参画市民企画員 企画講演会

●平成２７平成２７年１１月１６日（月）１１月１６日（月）～２０日（金）２０日（金）／８時３０分～１９時　
　　　　　　　　　 １１月２１日１１月２１日（土）（土）～２２日２２日（日）（日）／１０時～１７時
●平成２７年１１月１６日（月）～２０日（金）／８時３０分～１９時　
　　　　　 １１月２１日（土）～２２日（日）／１０時～１７時
■相談者は人権擁護委員、法務局職員が行います。（電話相談のみ）
■＜問合せ＞ 神戸地方法務局伊丹支局総務課  ☎０７２-７７９-３４５１

～共同～共同 （参画）（参画）で （四角）（四角）じゃなじゃない （丸（丸）い社会を～い社会を～～共同～共同 （参画）（参画）で （四角）（四角）じゃなじゃない （丸（丸）い社会を～い社会を～～共同 （参画）で （四角）じゃない （丸）い社会を～

詳しくは、広報かわにし２月号もしくは市ホームページをご覧ください。
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